第４号様式（第４条、第８条関係）
誓　　約　　書
綾瀬市立児童福祉施設給食用物資納入にあたり､ 次の事項を誓約します。

１　従業員の衛生及び健康管理に万全を期します。
２　給食用物資納入については、店舗・倉庫等の環境衛生及び取り扱いに細心の注意を払い、不適格品や不良品のないよう万全を期します。

３　給食用物資が品質不良及び異物混入等の不適格品や不良品のある場合は、直ちに返品、引替え等の処置を講じます。また、その原因を突止め、市に改善の報告をします。
４　納入する給食用物資は、見本、見積書、発注書等と相違することなく、量目不足のないよう注意し、不足があった場合は、直ちに補充します。
５　給食用物資の納入は、指定された期日及び時刻を厳守します。
６　給食用物資を納入する際は、納品書を提出します。
７　給食用物資を納入する際の運転は、周囲への配慮を十分に行います。

８　国税及び地方税に滞納はありません。

９　貴児童福祉施設に対し著しく損害を与え又は納入物資が園児の罹病原因と立証された場合は、その損害に対して全責任を負います。
10  上記の項目に違反した場合及びその他の理由により不適格納入業者であると認められたときは、登録を取り消されても異存はありません。
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